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は
じ
め
に

　

前
漢
の
劉
向
が
著
し
た
『
列
女
傳
』
は
、
女
性
の
あ
り
方
を
儒
敎
的

に
規
定
す
る
敎
誡
書
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る（

一
）。

し
か
し
、
大
島
立
子

は
、
中
島
み
ど
り
の
『
列
女
傳
』
譯
書
に
對
す
る
書
評
の
中
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る（

二
）。「
宋
代
に
體
系
づ
け
ら
れ
た
新
儒
學
の
成
立
以

來
儒
敎
的
な
規
範
が
よ
り
廣
く
か
つ
よ
り
强
く
な
り
、
女
性
を
內
に
閉

じ
込
め
て
き
た
こ
と
は
大
方
の
見
解
で
あ
る
」
が
、「
問
題
は
、
貞
節

が
女
性
の
第
一
に
理
想
と
す
る
姿
で
あ
る
時
代
に
あ
っ
て
も
、
本
書
は

女
性
に
對
す
る
訓
戒
書
と
し
て
必
讀
本
で
あ
っ
た
」
理
由
に
あ
る
。
そ

れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、「
禮
の
精
神
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
時
に

主
君
を
も
訓
戒
し
、
內
よ
り
も
大
義
を
重
視
す
る
」『
列
女
傳
』
の
女

性
像
と
、「
內
向
き
の
女
性
像
を
强
調
す
る
こ
と
の
多
い
後
世
の
女
訓

書
と
の
閒
に
隙
は
大
き
い
」
か
ら
で
あ
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
現
在
通
行
本
と
な
っ
て
い
る
復
原
さ
れ
た
劉
向

『
列
女
傳
』
は
、
儒
家
的
政
治
衟
德
を
宣
揚
し
、
外
戚
・
後
宮
の
專
橫

を
抑
制
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り（

三
）、
貞
節
を
中
心
と
し
た
女

性
の
婦
德
を
敎
育
す
る
た
め
の
敎
科
書
で
は
な
い
。し
か
し
、『
紅
樓
夢
』

第
四
囘
で
は
、『
列
女
傳
』
は
女
訓
書
の
「
女
四
書（

四
）
」
と
同
列
視
さ
れ

て
い
る
。

（
李
守
中
は
）「
女
子
は
才
が
無
い
こ
と
を
德
と
す
る
」
と
言
っ
た
。

そ
の
た
め
娘
（
賈
珠
の
妻
）
が
生
ま
れ
た
と
き
に
も
、「
む
や
み
に

讀
書
な
ど
を
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
「
女
四
書
」・『
列
女
傳
』

な
ど
を
讀
ま
せ
、
い
く
つ
か
文
字
を
覺
え
さ
せ
、
前
朝
の
何
人
か

　
　
　
『
列
女
傳
』
硏
究
序
說

　
　
　
　
　

―

中
國
近
世
に
お
け
る
流
布
と
受
容―

仙　

石　

知　

子



東
洋
の
思
想
と
宗
敎　

第
三
十
五
號

（ 46 ）

の
賢
女
を
記
憶
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
…
…
」（
と
言
っ
た
（
五
））。

　

こ
こ
で
は
、「
女
四
書
」
と
『
列
女
傳
』
は
、
女
子
が
讀
む
べ
き
女

訓
書
と
し
て
同
列
に
把
握
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
大
島
が
述
べ
る
よ
う

な
「
隙
」
は
な
い
。『
列
女
傳
』
は
、
明
代
以
降
、
多
く
の
版
本
が
公

刋
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
可
能
な
限
り
劉
向
の
原
著
を

復
原
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
他
に
、
新
た
な
女
性
の
話
を
增
廣
し
た
も

の
、
原
著
を
易
し
く
改
め
た
も
の
な
ど
も
あ
り
、
多
く
流
通
し
て
受
容

さ
れ
た
。
註
（
三
）
所
揭
池
田
論
文
の
述
べ
る
よ
う
に
、
劉
向
の
本
來

的
な
執
筆
目
的
が
儒
家
的
政
治
衟
德
を
宣
揚
し
、
外
戚
・
後
宮
の
專
橫

を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
國
近
世
に
お
け
る
女
訓
書
と
し

て
の
『
列
女
傳
』
の
流
通
・
受
容
と
の
閒
に
は
乖
離
が
あ
る
。
こ
れ
が

大
島
が
述
べ
る
「
隙
」
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
中
國
近
世
當
時
に
お
け
る
通
行

本
が
、
從
來
の
硏
究
に
お
い
て
主
た
る
對
𧰼
と
さ
れ
て
き
た
現
在
通
行

本
と
な
っ
て
い
る
劉
向
の
原
著
『
列
女
傳
』
で
は
な
く
、
原
著
を
易
し

く
改
め
、
あ
る
い
は
新
た
な
女
性
の
話
を
增
廣
し
た
「
俗
本
」
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
假
說
の
立
證
が
有
效
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
改
變
・
增
廣
さ
れ
た
「
俗
本
」『
列
女
傳
』
の
流
布
と
受

容
を
硏
究
す
る
た
め
の
序
說
と
し
て
、『
列
女
傳
』
の
展
開
と
「
俗
本
」

に
お
け
る
改
變
・
增
廣
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

一
、『
列
女
傳
』
の
展
開

　

劉
向
が
『
列
女
傳
』
を
執
筆
し
た
本
來
的
な
目
的
に
つ
い
て
、『
漢
書
』

卷
三
十
六 

楚
元
王
傳
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
劉
）
向 

俗
の
彌
掩
奢
淫
に
し
て
、
而
し
て
趙
・
衞
の
屬 

微
賤
よ

り
起
こ
り
て
禮
制
を
踰
ゆ
る
を
睹み

た
り
。
向 

以
爲
へ
ら
く
、
①
王

敎
は
內
よ
り
外
に
乁
ば
ば
、近
き
者
よ
り
始
む
べ
し
と
。
故
に
詩
・

書
に
載
す
る
所
の
賢
妃
・
貞
婦
を
寀
取
し
て
、
興
國
・
顯
家
の
法

則
と
す
可
く
、
孽
嬖
・
亂
亡
す
る
者
に
乁
ぶ
。
序
次
し
て
列
女
傳

を
爲
る
こ
と
、
凡
そ
八
篇
、
②
以
て
天
子
を
戒
む
。
乁
び
傳
記
・

行
事
を
采
り
、
新
序
・
說
苑
を
著
は
す
こ
と
凡
そ
五
十
篇
、
之
を

奏
す（

六
）。

　

劉
向
は
、
①
「
王
敎
は
內
よ
り
外
に
乁
」
ぶ
と
述
べ
る
よ
う
に
、
儒

敎
に
よ
っ
て
國
を
治
め
る
際
、
內
の
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
②
「
天
子
を
戒
む
」
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、『
新
序
』・『
說
苑
』
の
ほ
か
に
『
列
女
傳
』
を
著
し
た
。
具

體
的
に
は
、『
詩
經
』
や
『
尙
書
』
か
ら
賢
妃
・
貞
婦
の
記
事
を
集
め
、

さ
ら
に
國
家
を
亂
す
惡
女
に
つ
い
て
も
記
す
こ
と
で
、「
天
子
を
戒
」

め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
註
（
三
）
所
揭
池
田
論
文
も
、
劉
向
の
著

作
の
目
的
は
、
王
敎
と
い
う
儒
家
的
政
治
衟
德
を
宣
揚
し
、
外
戚
・
後
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宮
の
專
橫
を
抑
制
す
る
に
在
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
首
肯
し
得
る
見

解
と
言
え
よ
う
。

　

續
い
て
、
宮
本
勝
の
硏
究
を
も
と
に（

七
）、『

列
女
傳
』
の
著
錄
を
整

理
し
よ
う
。『
漢
書
』
卷
三
十 

藝
文
志
に
は
、「
劉
向 

序
す
る
所
の

六
十
七
篇
［
新
序
、
說
苑
、
世
說
、
列
女
傳
頌
圖
な
り
。］」
と
あ
り（

八
）、

班
固
は
、
劉
向
の
編
纂
し
た
六
十
七
篇
の
う
ち
に
、『
列
女
傳
頌
圖
』

が
含
ま
れ
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
隋
書
』
卷
三
十
三 

經
籍

志
二
に
は
、「
列
女
傳 

十
五
卷
、
劉
向
の
撰
、
曹
大
家
の
註
。
列
女
傳 

七
卷
、
趙
母
の
註
」
と
あ
り（

九
）、『

隋
書
』
經
籍
志
は
、
劉
向
の
『
列
女
傳
』

と
し
て
班
昭
（
曹
大
家
）
が
註
を
つ
け
た
十
五
卷
本
と
趙
母
（
虞
韙
の
妻
）

が
註
を
つ
け
た
七
卷
本
を
著
錄
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
や
が
て
散

逸
す
る
。

　

北
宋
に
編
ま
れ
た
王
堯
臣
・
王
洙
・
歐
陽
脩
等
（
奉
敕
撰
）『
崇
文
總
目
』

卷
四
に
は
、「
列
女
傳 

十
五
卷
」
と
あ
り
、
慶
曆
元
（
一
〇
四
一
）
年
に

は
、十
五
卷
本
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、陳
振
孫
（
撰
）『
直

齋
書
錄
解
題
』
卷
七
に
は
、「
古
列
女
傳 

九
卷
。
…
…
隋
・
唐
の
志
乁

び
崇
文
總
目
は
皆 

十
五
卷
な
り
。
蓋
し
七
篇
を
以
て
分
か
ち
て
上
下

と
爲
し
、
頌
を
幷
は
せ
て
十
五
卷
と
爲
す
。
…
…
王
囘
・
曾
鞏
の
二
序 

辨
訂
す
る
こ
と
詳
し
」
と
あ
り

（
一
〇
）、
南
宋
の
十
三
世
紀
前
半
に
な
る
と
、

王
囘
と
曾
鞏
の
序
文
の
付
い
た
九
卷
本
の
存
在
が
分
か
る
。こ
れ
以
後
、

『
宋
史
』
卷
三
十 

藝
文
志
二
、『
文
獻
通
攷
』
卷
一
百
九
十
八 

經
籍
攷

に
も
九
卷
本
が
著
錄
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
目
錄
學
に
お
け
る
著
錄
に
對
し
て
、
現
在
、
見
る
こ

と
の
で
き
る
最
古
の『
列
女
傳
』は
、『
新
編
古
列
女
傳
』（
通
稱「
余
氏
本
」、

今
は「
叢
書
集
成
新
編
」所
收
本
に
據
る
）で
あ
る
。
そ
の「
序
」に
よ
れ
ば
、

北
宋
の
嘉
祐
年
閒
（
一
〇
五
六
～
六
三
年
）
に
は
、
曾
鞏
・
王
囘
（
編
定
）

『
古
列
女
傳
』
九
卷
本
が
あ
り
、
そ
れ
は
傳
文
七
卷
と
頌
一
卷
に
再
編

さ
れ
、
續
列
女
傳
一
卷
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
南
宋
の
嘉
定
七

（
一
二
一
四
）
年
に
は
、
蔡
驥
『
古
列
女
傳
』
八
卷
本
が
あ
り
、
そ
れ
は

頌
文
が
各
篇
末
に
分
散
し
て
附
記
さ
れ
て
お
り
、
列
女
傳
七
卷
と
續
列

女
傳
一
卷
が
合
わ
せ
て
八
卷
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
を
承
け
た
『
新
編
古
列
女
傳
』（
通
稱
「
余
氏
本
」）
は
、
卷
末

に
「
列
女
傳
八
卷
、
宋
の
建
安
余
氏
の
刻
す
る
所
な
り
。
余
氏
は
名
を

仁
仲
、
曾
て
註
疏
を
刋
す
。
…
…
蓋
し
明
の
內
府
藏
本
な
り
。
書
尾
に

永
樂
二
年
云
云
の
一
條
あ
る
も
、
何
人
の
書
爲た

る
か
を
知
ら
ず
（
列
女

傳
八
卷
、
宋
建
安
余
氏
所
刻
。
余
氏
名
仁
仲
、
曾
刋
註
疏
。
…
…
蓋
明
內
府
藏

本
也
。
書
尾
永
樂
二
年
云
云
一
條
、
不
知
爲
何
人
書
矣
）」
と
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
南
宋
に
出
版
さ
れ
た
建
安
余
氏
の
原
本
は
殘
存
せ
ず
、
永

樂
二
（
一
四
〇
四
）
年
の
書
尾
を
持
つ
明
の
內
府
が
藏
し
た
と
い
う
摹

刻
本
に
現
行
本
は
由
來
す
る
。
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淸
代
に
な
る
と
、
主
と
し
て
「
余
氏
本
」
に
基
づ
き
、
原
著
の
『
列

女
傳
』
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
者
た
ち
が
現
れ
る
。
註
（
三
）
所
揭
下

見
著
書
に
よ
る
と
、
代
表
的
な
も
の
は
、
次
の
四
者
で
あ
る
。

⑴
．
顧
廣
圻
『
列
女
傳
攷
證
』（
嘉
慶
元
〈
一
七
九
六
〉
年
刋
）

關
連
書
を
參
照
し
本
文
を
檢
討
し
て
、
傳
寫
訛
脫
を
見
い
だ
し
、

誤
り
は
字
を
改
め
、
別
に
「
攷
證
」
を
ま
と
め
て
後
に
付
す
。
段

玉
裁
の
校
語
も
多
數
取
り
入
れ
る
。

⑵
．
王
照
圓
『
列
女
傳
補
註
』（
嘉
慶
十
〈
一
八
〇
五
〉
年
序
）

夫
で
あ
る
郝
尊
の
說
を
「
夫
子
曰
」
と
し
て
引
用
。「
校
正
」
の

中
に
は
、
王
念
孫
・
王
引
之
父
子
、
阮
元
、
馬
瑞
辰
ら
の
校
勘
・

硏
究
の
成
果
が
引
用
さ
れ
る
。

⑶
．
梁
端
『
列
女
傳
校
註
』（
衟
光
十
一
〈
一
八
三
一
〉
年
刋
）

梁
玉
繩
の
孫
、
汪
遠
孫
の
妻
。
諸
家
の
說
を
多
く
引
き
、
出
典
を

明
ら
か
に
す
る
。
類
書
や
『
文
選
』
の
註
な
ど
を
用
い
、
本
文
を

積
極
的
に
改
訂
。

⑷
．
蕭
衟
管
『
列
女
傳
集
註
』（
光
緖
十
八
〈
一
八
九
二
〉
年
序
）

陳
衍
の
妻
。
王
註
本
を
底
本
と
し
な
が
ら
、梁
註
本
に
よ
り
校
勘
。

兩
書
の
誤
解
を
指
摘
し
、
遺
漏
を
補
う
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
⑵
・
⑶
・
⑷
は
、
い
ず
れ
も
考
證
學
者
の
妻
や
娘

で
あ
り
、
上
位
の
社
會
階
層
を
生
き
た
女
性
で
あ
る
。
難
解
な
古
典
を

復
原
し
よ
う
と
す
る
女
性
が
い
た
こ
と
は
、特
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

中
國
近
世
に
流
通
し
て
い
た
女
訓
書
と
し
て
の
『
列
女
傳
』
を
檢
討
す

る
際
に
は
、
あ
ま
り
に
特
殊
に
過
ぎ
る
。
王
照
圓
・
梁
端
・
蕭
衟
管
と

い
っ
た
、
最
上
流
階
層
の
女
性
た
ち
が
修
め
た
『
列
女
傳
』
と
、
中
國

近
世
に
お
け
る
敎
訓
書
と
し
て
の
『
列
女
傳
』
と
の
閒
に
は
、
大
き
な

乖
離
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
明
淸
小
說
に
し
ば
し
ば
言
乁
さ
れ
る
敎

訓
書
と
し
て
の
『
列
女
傳
』
は
、
劉
向
の
原
著
を
復
原
し
た
も
の
で
は

な
く
、
坊
刻
本
と
し
て
競
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
た
「
俗
本
」
の
『
列
女

傳
』
な
の
で
は
な
い
か
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
揭
げ
た
『
紅
樓
夢
』
の
、「
娘
に
は
『
列
女
傳
』・「
女

四
書
」
を
讀
ま
せ
」
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
描
寫
は
、
劉
向
の
原
著
を

復
原
し
た
も
の
で
は
な
く
、
坊
刻
本
と
し
て
競
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
た

「
俗
本
」
の
『
列
女
傳
』
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
は
、
明
淸
時
代

に
多
數
出
版
さ
れ
て
い
た
俗
本
の
『
列
女
傳
』
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徵

を
持
つ
の
か
。
具
體
的
に
は
、
劉
向
『
列
女
傳
』
と
ど
の
よ
う
な
關
係

を
持
ち
、そ
の
通
俗
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、「
俗
本
」
の
『
列
女
傳
』
に
二
類
型
を
想
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徵
を
考
え
て
い
く
。

　

第
一
は
、物
語
の
改
變
で
あ
る
。
二
で
扱
う
馮
夢
龍
『
列
女
傳
演
義
』

は
、
劉
向
『
列
女
傳
』
を
白
話
に
譯
す
と
共
に
改
變
す
る
。
ま
た
、
話
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末
に
入
っ
て
い
た
經
書
の
引
用
を
一
部
削
除
し
て
、
自
ら
の
主
張
を
强

調
す
る
場
合
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
惡
女
の
話
を
集
め
た
孽
嬖
傳
は
削

除
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
劉
向
の
重
視
し
た
外
戚
へ
の
批
判
が
含
ま
れ
る

の
で
あ
る
が
、「
俗
本
」
で
は
扱
わ
れ
な
い
。

　

第
二
は
、
物
語
の
增
廣
で
あ
る
。
三
で
扱
う
汪
衟
昆
『
明
刻
歷
代
列

女
傳
』
は
、
劉
向
『
列
女
傳
』
に
本
來
含
ま
れ
な
か
っ
た
樣
々
な
由
來

を
持
つ
女
性
の
話
を
大
幅
に
加
え
て
い
く
。
そ
の
數
三
一
一
話
、
原
著

の
一
〇
四
話
の
約
三
倍
に
あ
た
る
。余
氏
本
に
は
す
で
に
、「
續
列
女
傳
」

が
附
せ
ら
れ
て
お
り
、
增
廣
へ
の
方
向
性
を
み
せ
て
い
た
。
ま
た
、
加

え
た
話
の
多
く
は
、
話
末
に
經
書
が
附
さ
れ
、『
列
女
傳
』
と
し
て
の

格
式
を
保
と
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
惡
女
の
話
を
集
め
た
孽
嬖
傳

は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
對
照
的
な
「
俗
本
」
に
收
錄
さ
れ
た
話
を

そ
れ
ぞ
れ
二
話
ず
つ
取
り
上
げ
、『
列
女
傳
』
の
流
布
と
「
俗
本
」
に

お
け
る
話
の
改
變
・
增
補
を
檢
討
し
て
い
こ
う
。

　
　
　

二
、
馮
夢
龍
『
列
女
傳
演
義
』
の
特
徵

　

短
篇
白
話
小
說
集
『
三
言
』
も
編
纂
し
て
い
る
明
末
淸
初
の
馮
夢
龍

が
著
し
た
『
列
女
傳
演
義
』
は
、
劉
向
の
原
著
『
列
女
傳
』
を
明
末
淸

初
の
社
會
風
潮
に
あ
わ
せ
て
改
變
し
、
自
ら
の
主
張
を
述
べ
て
い
る
。

明
末
淸
初
の
馮
夢
龍
は
、
淸
朝
考
證
學
者
の
復
原
成
果
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
馮
夢
龍
が
基
づ
い
た
『
列
女
傳
』
は
、
淸

朝
考
證
學
者
が
底
本
と
し
て
用
い
た
『
新
編
古
列
女
傳
』（
通
稱
「
余
氏

本
」）
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。
そ
こ
で
、『
新
編
古
列
女
傳
』
に
底
本

と
し
て
、
劉
向
『
列
女
傳
』
卷
四 

貞
順 

宋
恭
伯
姬
を
揭
げ
よ
う
。

　

伯
姬
な
る
者
は
、
魯
の
宣
公
の
女
に
し
て
、
成
公
の
妹
な
り
。

其
の
母
は
繆
姜（

一
）

と
曰
ひ
、
伯
姬
を
宋
の
恭
公
に
嫁
す
。
恭
公 

迎（
二
）

せ
ざ
る
も
、
伯
姬 

父
母
の
命
に
迫
ら
れ
て
行
く
。
既
に
宋
に

入
る
。
三
月
に
し
て
廟
見
し
、
當
に
夫
婦
の
衟
を
行
ふ
べ
き
も
、

伯
姬 

恭
公
の

迎
せ
ざ
る
を
以
て
、
故
に
命
を
聽
く
を
肯が

へ
んぜ

ず
。

宋
人 

魯
に
吿
ぐ
。
魯 

大
夫
の
季
文
子
を
し
て
宋
に
如ゆ

か
し
め
、

命
を
伯
姬
に
致
す（

三
）。

還
り
て
復
命
す
。
公 

之
を
享も

て
なす

。
繆
姜 

房

よ
り
出
て
、
再
拜
し
て
曰
く
、「
大
夫 

遠
衟
に
勤
勞
し
、
辱

か
た
じ
け
く

も
小
子
を
送
る
。
先
君
を
忘
れ
ず
、
以
て
後
嗣
に
乁
ぼ
す
。
下
を

し
て
知
有
ら
し
め
ば
、
先
君
も
犹
ほ
望
有
ら
ん（

四
）。
敢
て
大
夫
の
辱

き
に
再
拜
す
」
と
。
伯
姬 

既
に
恭
公
に
嫁
す
こ
と
十
年
、
恭
公 

卒
し
、
伯
姬 

寡
た
り
。
景
公
の
時
に
至
り
、
伯
姬 

常か
つ

て
夜
に
失

火
に
遇
ふ
。
左
右
曰
く
、「
夫
人 

少
し
く
火
を
避
け
よ
」
と
。
伯

姬
曰
く
、「
婦
人
の
義
、
保
傅 

來
た
ら
ず
ん
ば
、
夜
に
堂
を
下
ら

ず
。
保
傅
の
來
た
る
を
待
た
ん
」
と
。
保
母 

至
る
も
、
傅
母 

未
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だ
至
ら
ず
。
左
右 

又 

曰
く
、「
夫
人 

少
し
く
火
を
避
け
よ
」
と
。

伯
姬
曰
く
、「
婦
人
の
義
、
傅
母 

至
ら
ず
ん
ば
、
夜
に
堂
を
下
る

可
か
ら
ず
。
義
を
越
へ
て
生
を
求
む
る
は
、
義
を
守
り
て
死
す
る

に
如
か
ず
」
と
。
遂
に
火
に
逮お

よ

び
て
死
す
。
春
秋 

其
の
事
を
詳

錄
し
て
、
伯
姬
を
賢
と
爲
し
、
以
爲
へ
ら
く
、
婦
人
は
貞
を
以
て

行
と
爲
す
者
な
り
。
伯
姬
の
婦
衟 

盡
く
せ
り
と
。
此
の
時
に
當

た
り
て
、諸
侯 

之
を
聞
き
、悼
痛
せ
ざ
る
は
莫
し
。
以
爲
へ
ら
く
、

死
す
る
者
は
以
て
生
く
可
か
ら
ざ
る
も
、
財
物
は
犹
ほ
復
す
可
し

と
。
故
に
相 

與
に
澶
淵
に
聚
會
し
て
、
宋
の
喪
ふ
所
を
償
ふ
。

春
秋 

之
を
善よ

み

す（
五
）。

　

君
子
曰
く
、「
禮
に
、「
婦
人 

傅
母
を
得
ず
ん
ば
、
夜
に
堂
を

下
ら
ず
、
行
く
に
必
ず
燭
を
以
て
す
」
と
。
伯
姬
の
謂
な
り
。
詩

に
云
ふ（

六
）、「

淑よ

く
尓そ

の
止
を
愼
み
て
、
儀
に
愆あ

や
ま

ら
ず
」
と
。
伯
姬 

儀
を
失
は
ざ
る
と
謂
ふ
可
き
な
り
」
と
。

　

頌
に
曰
く
、「
伯
姬 

心
を
專
ら
に
し
、
禮
を
守
り
て
意
を
一
に

す
。
宮
に
夜 

失
火
あ
り
て
、
保
傅 

備
は
ら
ず
。
火
に
逮
び
て
死

す
も
、
厥そ

の
心 

悔
ゆ
る
靡な

し
。
春
秋 

之
を
賢
と
し
、
其
の
事
を

詳
錄
す
」
と

（
一
一
）。

（
補
註
）

（
一
）　

繆
姜
の
傳
は
、
孼
嬖
傳
に
あ
る
。

（
二
）　
『
春
秋
公
羊
傳
』
隱
公
二
年
に
、「
外
逆
女
、
不
書
、
此
何
以
書
。
譏
。

何
譏
爾
、
譏
始
不

迎
也
」
と
あ
る
。

（
三
）　
『
春
秋
』
成
公
九
年
に
、「
二
月
、
伯
姬
歸
于
宋
。
夏
、
季
孫
行
父
如

宋
致
女
」
と
あ
る
。

（
四
）　
『
春
秋
左
氏
傳
』
成
公 

傳
九
年
に
、「
穆
姜
出
于
房
、
再
拜
曰
、
大

夫
勤
辱
、
不
忘
先
君
、
以
乁
嗣
君
、
施
乁
未
亡
人
、
先
君
犹
有
望
也
。

敢
拜
大
夫
之
重
勤
、
又
賦
綠
衣
之
卒
章
而
入
」
と
あ
る
。

（
五
）　
『
春
秋
穀
梁
傳
』
襄
公
三
十
年
に
、「
會
不
言
其
所
爲
、
其
曰
宋
災
故
、

何
也
。
不
言
災
故
、
則
無
以
見
其
善
也
。
其
曰
人
、
何
也
。
救
災
以
衆
。

何
救
焉
。
更
宋
之
所
喪
財
也
。
澶
淵
之
會
、
中
國
不
侵
伐
夷
狄
、
夷
狄

不
入
中
國
、
無
侵
伐
八
年
、
善
之
也
。
晉
趙
武
・
楚
屈
建
之
力
也
」
と

あ
る
。

（
六
）　
『
詩
經
』
大
雅 

抑
に
、「
淑
愼
爾
止
、
不
愆
于
儀
」
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
春
秋
時
代
の
魯
の
宣
公
の
娘
で
あ
っ
た
伯
姬
は
、
宋

の
恭
公
と
婚
約
を
し
た
が
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
當
初
、
夫
と
な

る
恭
公
が

迎
し
な
か
っ
た
の
で
夫
婦
に
な
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
夫

が
伯
姬
の
母
に
吿
げ
、
伯
姬
は
嫁
い
だ
が
、
十
年
し
て
恭
公
は
薨
去
し
、

伯
姬
は
寡
婦
と
な
る
。
あ
る
と
き
屋
敷
が
火
事
に
な
り
避
難
を
求
め
ら

れ
る
が
、
伯
姬
は
、
婦
人
の
義
と
し
て
、
保
母
と
保
傅
が
い
な
け
れ
ば

堂
を
出
ら
れ
な
い
と
し
て
燒
け
死
ぬ
。「
君
子
曰
く
」
で
は
、
夫
人
は

傅
母
な
く
夜
に
堂
か
ら
出
な
い
こ
と
を
禮
と
し
て
、『
詩
經
』
を
引
く
。
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そ
し
て
、「
頌
に
曰
く
」
と
し
て
、
伯
姬
を
『
春
秋
』
が
「
賢
」
と
し

た
こ
と
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
余
氏
本
『
列
女
傳
』
は
、

迎
を
重
視
せ
ず
、
夫
が
死

ん
だ
あ
と
も
命
を
か
け
て
貞
節
の
た
め
の
禮
を
守
っ
た
こ
と
の
み
を
宣

揚
す
る
。
伯
姬
の
婚
姻
に
際
し
て

迎
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

『
春
秋
公
羊
傳
』・『
春
秋
左
氏
傳
』
に
は
明
記
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

劉
向
が
專
門
と
す
る
『
春
秋
穀
梁
傳
』
に
は
、
そ
れ
が
觸
れ
ら
れ
る
。

た
だ
し
、『
春
秋
穀
梁
傳
』
も
、

迎
を
詳
細
に
描
く
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
た
め
劉
向
『
列
女
傳
』
で
は
、

迎
が
こ
の
あ
と
ど
う
な
っ
た
の

か
を
記
さ
ず
、『
春
秋
穀
梁
傳
』
と
同
樣
に
、
使
者
の
季
文
子
を
母
の

繆
姜
が
迎
え
る
話
を
入
れ
て
お
り
、

迎
の
有
無
は
し
り
切
れ
と
ん
ぼ

に
な
っ
て
明
記
さ
れ
な
い
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、
②
に
擧
げ
て
い
る
馮
夢
龍
の
『
列
女
傳
演
義
』
四

卷
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
伯
姬
の
話
で
は
、
燒
け
死
ん
で
も
禮
を
守
っ
た

こ
と
よ
り
も
、

迎
と
い
う
禮
を
夫
が
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
こ
だ
わ

る
伯
姬
が
賞
贊
さ
れ
て
い
る
。

　

伯
姬
と
い
う
も
の
は
、
魯
の
宣
公
の
娘
、
成
公
の
妹
で
あ
る
。

そ
の
母
は
繆
姜
と
呼
ば
れ
た
。
伯
姬
は
宋
（
の
恭
公
）
と
婚
約
し
、

婚
禮
の
日
に
至
り
、
宋
の
恭
公
は
衟
が
遠
い
の
で
、

迎
に
來
な

か
っ
た
。
伯
姬
は
行
き
た
く
な
か
っ
た
が
、
父
母
は
再
三
こ
れ
を

遣
わ
し
た
。
伯
姬
は
父
母
の
命
に
迫
ら
れ
て
（
宋
に
）
行
っ
た
。

す
で
に
宋
に
至
り
、
廟
見
の
後
に
、
夫
婦
の
禮
を
行
う
べ
き
で
あ

っ
た
。（
し
か
し
）伯
姬
は
辭
し
て
言
っ
た
、「
①

迎
は
婚
姻
の（
六
）

禮
（
の
一
つ
）
で
す
。
あ
な
た
は
す
で
に

迎
を
行
わ
ず
、
わ
た

し
に
禮
を
失
し
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
は
あ
え
て
禮
を
失
し
た
ま

ま
、
婚
姻
を
す
る
こ
と
に
安
甯
で
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
」
と
。
恭

公
は
や
む
を
得
ず
、
ま
た
人
を
使
わ
し
て
魯
君
に
吿
げ
た
。
魯
君

は
大
夫
を
遣
わ
し
、
再
三
（
婚
姻
を
す
る
よ
う
）
伯
姬
に
命
じ
た
。

伯
姬
は
そ
う
し
た
後
に
よ
う
や
く
（
父
の
）
命
に
從
っ
た
。
そ
し

て
成
婚
し
て
伯
姬
が
恭
公
に
從
う
こ
と
十
年
、
恭
公
は
薨
去
し
景

公
の
時
に
至
る
と
、
伯
姬
は
寡
婦
と
し
て
過
ご
し
て
い
た
。
あ
る

と
き
夜
更
け
に
火
事
が
お
こ
り
、
お
付
き
の
も
の
は
驚
き
慌
て
、

夫
人
に
早
く
非
難
す
る
よ
う
お
願
い
し
た
。
伯
姬
は
言
っ
た
、「
婦

人
の
義
で
は
、
夜
に
堂
を
下
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
堂
を

下
り
た
け
れ
ば
、
ま
た
保
母
と
傅
母
が
共
に
從
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
の
ち
に
あ
え
て
下
り
ま
し
ょ
う
」
と
。
お
付
き
の
も
の

は
急
い
で
保
傅
と
保
母
を
呼
ん
で
至
ら
せ
た
。
お
付
き
の
も
の
は

ま
た
お
願
い
し
て
言
っ
た
、「
火
が
近
づ
い
て
お
り
ま
す
。
保
母

は
す
で
に
至
り
ま
し
た
の
で
、
ど
う
か
早
く
非
難
し
て
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
に
」
と
。
伯
姬
は
言
っ
た
、「
保
母
は
至
り
ま
し
た
が
、
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傅
母
が
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
保
母
も
至
っ
て
い
な
い
の

と
同
じ
で
す
。
わ
た
し
は
ど
う
し
て
輕
々
し
く
行
動
し
て
義
を
失

う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
義
を
失
っ
て
生
き
る
よ

り
は
、義
を
守
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
優
先
し
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
。

お
付
き
の
も
の
は
再
び
急
い
で
傅
母
を
召
し
よ
せ
た
。
し
か
し
火

が
す
で
に
至
り
、
伯
姬
に
火
が
ま
わ
っ
て
死
去
し
だ
。
諸
侯
は
之

を
聞
き
、悲
し
み
悼
ま
ぬ
も
の
は
な
く
、財
を
も
ち
よ
り
宋
の
（
伯

姬
）
埋
葬
の
費
の
足
し
に
し
た
。

　

伯
姬
の
前
後
の
行
動
を
み
る
と
、
禮
は
ま
こ
と
に
少
し
で
も
失

う
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
禮
に

迎
が
あ
れ
ば

迎

を
爭
い
、
禮
に
成
婚
が
あ
れ
ば
成
婚
を
爭
い
、
禮
に
保
・
傅
が
い

な
け
れ
ば
堂
を
下
れ
な
い
と
あ
れ
ば
、
保
・
傅
と
と
も
に
堂
を
下

る
こ
と
を
爭
う
。（
そ
う
し
て
禮
を
失
わ
な
い
こ
と
は
）
火
に
死
ぬ
こ

と
を
考
え
な
い
に
ほ
ど
に
至
っ
た
。
②（
伯
姬
が
）
恭
公
が
既
に
死

ん
で
も
な
お
禮
を
守
っ
て
失
わ
な
か
っ
た
（
こ
と
も
情
と
し
て
重
要

で
あ
る
）
け
れ
ど
も
、（
伯
姬
が
）
恭
公
が

迎
し
な
い
た
め
に
成

婚
の
禮
を
爭
っ
た
こ
と
は
、
情
と
し
て
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
（
立

派
な
行
爲
で
あ
る

（
一
二
））。

　

こ
の
よ
う
に
、
馮
夢
龍
『
列
女
傳
』
は
、
①

迎
を
し
な
い
失
禮
が
、

い
か
に
甚
だ
し
い
こ
と
か
を
語
る
伯
姬
の
言
葉
を
加
え
る
こ
と
で
、

迎
の
重
要
性
を
說
く
。
そ
れ
と
共
に
、

迎
が
な
い
、
と
い
う
重
大
な

過
失
に
よ
り
成
婚
を
拒
否
す
る
伯
姬
で
あ
っ
て
も
、
父
母
の
「
命
」
に

は
從
っ
て
、
婚
姻
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
に
は
、
婚
姻
は
家

の
も
の
で
あ
り
、
父
母
の
「
命
」
に
は
從
う
べ
き
と
す
る
女
訓
書
と
し

て
の
性
格
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②
夫
が
死
ん
だ
あ
と
も
命

を
か
け
て
貞
節
を
守
る
た
め
の
禮
よ
り
も
、

迎
と
い
う
禮
を
守
る
た

め
に
爭
っ
た
こ
と
が
立
派
な
行
爲
で
あ
る
と
、
馮
夢
龍
は
主
張
す
る
。

婚
禮
に
お
け
る
家
と
家
と
の
結
び
つ
き
を
𧰼
徵
す
る

迎
と
い
う
禮
の

中
國
近
世
に
お
け
る
重
要
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
儀
禮
』
士
昬
禮
で
は
、
婚
姻
の
成
立
要
件
と
し
て
、
禮
に
基
づ
く

婚
禮
樣
式
「
六
禮
」
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
納
采
」（
男

家
か
ら
女
家
に
正
式
に
結
婚
の
申
し
込
み
を
す
る
）、「
問
名
」（
吉
凶
を
占
う

た
め
女
の
名
を
問
う
）、「
納
吉
」（
占
い
で
吉
と
出
た
こ
と
の
報
吿
）、「
納
徵
」

（
男
家
か
ら
女
家
へ
聘
財
を
納
め
る
）、「
請
期
」（
結
婚
の
日
取
り
を
決
め
る
）、

「

迎
」（
男
が
女
家
ま
で
女
を
迎
え
に
行
く
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
國

近
世
に
な
る
と
、
六
禮
は

略
化
さ
れ
、『
朱
子
家
禮
』
卷
三 

昬
禮
は
、

六
禮
を
盡
く
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、「
納
幤
」
と
「
納
采
」「

迎
」
を
行
え
ば
よ
い
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
定
婚
（
婚
約
）
と
成

婚
の
う
ち
、
成
婚
時
に
行
う
も
の
は
、「

迎
」
だ
け
で
あ
る
。「

迎
」

と
は
、
男
家
か
ら
乘
り
物
を
差
し
向
け
て
、
原
則
と
し
て
は
婿
が
出
向
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い
て
、
女
を
迎
え
て
く
る
儀
禮
で
あ
る
。

　

中
國
近
世
に
お
い
て
、
女
家
と
男
家
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
自
家
の

戚

知
人
を
呼
ん
で
酒
宴
を
開
く
。
男
家
で
は
、
女
を
迎
え
た
上
で
、
天
地

を
拜
す
る
禮
、
祖
靈
乁
び
夫
の
父
母
を
は
じ
め
尊
長
を
拜
す
る
禮
な
ど

が
行
わ
れ
る
。
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
行
列
を
組
ん
で
嫁
を
迎
え
て
來

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
際
の
嫁
の
乘
り
物
は
傳
統
的
に
紅
色
の
裝
餝
を

施
し
た
駕
籠
と
決
ま
っ
て
い
た
。
週
圍
か
ら
一
目
で
そ
れ
を
分
か
る
乘

り
物
で
迎
え
ら
れ
て
男
家
の
門
を
入
る
こ
と
が
、
女
が
正
當
な
妻
の
身

分
を
取
得
し
た
こ
と
の
何
よ
り
の
確
か
な
公
證
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ

る
（
一
三
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
馮
夢
龍
『
列
女
傳
演
義
』
は
、
當
該
時
代
の
社
會
風

潮
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、

迎
を
重
視
し
た
話
に
改
變
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
馮
夢
龍
『
列
女
傳
演
義
』
は
、
自
ら
の
主
張
を
加
え

る
こ
と
で
、『
列
女
傳
』
を
讀
者
に
共
感
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
余

氏
本
か
ら
揭
げ
よ
う
。

　

貞
姬
な
る
者
は
、
楚
の
白
公
勝
の
妻
な
り
。
白
公 

死
す
る
や
、

其
の
妻 

紡
績
し
て
嫁
が
ず
。
吳
王 

其
の
美
に
し
て
且
つ
行
有
る

を
聞
き
て
、
大
夫
を
し
て
金
百
鎰
・
白
璧
一
雙
を
持
ち
て
以
て
焉

を
娉
せ
し
む
。
輜

三
十
乘
を
以
て
之
を
迎
へ
、
將
に
以
て
夫
人

と
爲
さ
ん
と
す
。大
夫 

幤
を
致
す
も
、白
の
妻 

之
を
辭
し
て
曰
く
、

「
白
公 

生
け
る
の
時
、
妾 

幸
に
も
後
宮
に
充
て
ら
れ
、
箕
帚
を
執

り
、
衣
履
を
掌
り
、
枕
席
を
拂
ひ
、
託
せ
ら
れ
て
妃
匹
と
爲
る
を

得
た
り
。
白
公 

不
幸
に
し
て
死
す
。
妾 

願
は
く
は
其
の
墳
墓
を

守
り
て
、
以
て
天
年
を
終
へ
ん
。
今 

王 

金
璧
の
聘
・
夫
人
の
位

を
賜
は
る
も
、
愚
妾
の
聞う

く
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
且
つ
夫
れ
義

を
棄
て
欲
に
從
ふ
者
は
、汚
な
り
。
利
を
見
て
死
を
忘
る
る
者
は
、

貪
な
り
。
夫
れ
貪
汙
の
人
な
れ
ば
、
王 

何
を
以
て
か
爲
さ
ん
や
。

妾 

之
を
聞
く
、
忠
臣 

人
に
借
す
る
に
力
を
以
て
せ
ず
、
貞
女 

人

に
假
す
に
色
を
以
て
せ
ず
と
。
豈
に
獨
り
生
に
事
ふ
る
に
此
の
若

く
す
る
の
み
な
ら
ん
や
、
死
者
に
於
て
す
る
に
も
亦
た
然
ら
ん
。

妾 

既
に
仁
な
ら
ざ
れ
ば
、
從
ひ
死
す
る
能
は
ず
。
今 

又 

去
り
て

嫁
す
る
は
、
亦
た
太
甚
な
ら
ん
や
」
と
。
遂
に
聘
を
辭
し
て
行
か

ず
。
吳
王 

其
の
節
を
守
り
義
有
る
を
賢
と
し
て
、
號
し
て
貞
姬

楚
と
曰
ふ
。

　

君
子 

謂
へ
ら
く（

一
）、「
貞
姬 

廉

に
し
て
誠
信
な
り
。
夫
れ
任 

重
く
し
て
衟 

遠
く
、
仁 

以
て
己
が
任
と
爲
す
は
、
亦
た
重
か
ら

ず
や
。死
し
て
後 

已
む
は
、亦
た
遠
か
ら
ず
や
と
。詩
に
云
ふ（

二
）、「
彼

の
美う

る
はし
き
孟
姜
、
德
音 

忘
れ
ず
」
と
。
此
れ
之
の
謂
な
り
」
と
。

　

頌
に
曰
く
、「
白
公
の
妻
、
寡
を
守
り
て
紡
績
す
。
吳
王 

之

を
美
と
し
、
娉
す
る
に
金
璧
を
以
て
す
。
妻
操 

行
を
固
く
し
、
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死
す
と
雖
も
易
へ
ず
。
君
子 

之
を
大た

ふ
と
び
、
其
の
嘉
績
を
美ほ

む
」

と
（
一
四
）。

（
補
註
）

（
一
）　
『
論
語
』
泰
伯
篇
に
、「
曾
子
曰
、
士
不
可
以
不
弘
毅
。
任
重
而
衟
遠
。

仁
以
爲
己
任
、
不
亦
重
乎
。
死
而
後
已
、
不
亦
遠
乎
」
と
あ
る
言
葉
を

踏
ま
え
て
い
る
。

（
二
）　
『
詩
經
』
鄭
風 

有
女
同
車
に
、「
彼
美
孟
姜
、
德
音
不
忘
」
と
あ
る
。

　

楚
の
白
公
勝
の
妻
で
あ
る
貞
姬
は
寡
婦
に
な
っ
た
後
、
吳
王
の
夫
人

に
請
わ
れ
た
が
、「
貞
女 

人
に
假
す
に
色
を
以
て
せ
ず
」
と
申
し
出
を

拒
否
す
る
。吳
王
は
節
を
守
り
義
を
備
え
た
貞
姬
を
賢
で
あ
る
と
し
て
、

楚
白
貞
姬
と
い
う
尊
號
を
與
え
た
。「
君
子
曰
く
」で
は
こ
れ
が
、『
論
語
』

の「
死
し
て
後 

已や

む
」、『
詩
經
』の「
孟
姜
」を
引
用
し
て
宣
揚
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
中
國
近
世
に
お
け
る
『
列
女
傳
』
受
容
の
中
心
に
置
か
れ
る

よ
う
に
な
る
、
女
性
の
貞
節
を
强
調
す
る
話
で
あ
る
。
馮
夢
龍
『
列
女

傳
演
義
』
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
改
變
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
主
張

を
加
え
て
い
る
。

　

貞
姬
と
い
う
も
の
は
、
楚
の
白
公
勝
の
妻
で
あ
る
。
白
公
が
死

ぬ
と
、
そ
の
妻
は
絲
つ
む
ぎ
を
生
業
と
し
た
。
志
に
誓
っ
て
嫁と

つ

が

な
か
っ
た
。
吳
王
は
そ
の
美
貌
で
（
貞
節
を
貫
く
と
い
う
）
行
い
が

あ
る
こ
と
を
聞
き
知
り
、
大
夫
を
使
者
と
し
て
金
百
鎰い

つ

、
白
璧
一

雙
を
持
た
せ
、

し
く
其
の
門
に
至
ら
せ
聘
し
て
夫
人
に
し
よ
う

と
し
た
。（
大
夫
に
は
）
輜
車
三
十
乘
を
隨
わ
せ
備
え
て
こ
れ
を
迎

え
た
。
白
の
妻
は
こ
れ
を
見
て
、
辭
退
し
て
言
っ
た
、「
わ
た
し

が
聞
く
と
こ
ろ
で
は
①
女
が
從
う
夫
は
、
た
だ
一
人
で
あ
る
と
申

し
ま
す
。
白
公
が
在
り
し
日
に
、
わ
た
し
は
幸
に
も
す
で
に
そ
の

後
宮
に
充
て
ら
れ
、
そ
の
箕き

帚そ
う

を
取
り
、
衣い

履り

を
掌
り
、
そ
の
枕ち

ん

蓆せ
き

を
拂
い
、
妃ひ

匹ひ
つ

と
な
る
こ
と
を
託
さ
れ
ま
し
た
。
白
公
は
不
幸

に
も
亡
く
な
り
、
わ
た
し
は
殉
死
す
べ
き
で
し
た
が
、
今
す
で
に

果
た
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
そ
の
墳
墓
を
守
り
、
天
壽
を
全
う

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
ま
た
嫁
ぐ
と
言
え
る
で
し
ょ
う

か
。
い
ま
王
は
金
璧
の
聘
と
、
夫
人
の
位
を
賜
り
ま
し
た
が
、
卑

し
い
わ
た
し
の
あ
え
て
受
け
る
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ま

た
伺
い
ま
す
に
王
が
わ
た
し
を
聘
そ
う
と
さ
れ
た
の
は
、
わ
た
し

に
行
い
が
あ
る
か
ら
と
の
こ
と
。
も
し
義
を
棄
て
て
欲
に
從
え
ば

汚
濁
と
な
り
ま
す
。利
を
見
て
死
を
忘
れ
れ
ば
貪
欲
に
な
り
ま
す
。

貪
欲
で
汚
濁
な
人
が
、
ま
た
ど
う
し
て
行
い
が
あ
り
王
の
聘
を
か

た
じ
け
な
く
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
が
ま
た
聞
く
と
こ
ろ

で
は
忠
臣
は
賢
愚
を
と
わ
ず
①
一
君
に
從
い
、人
に
力
を
借
さ
ず
、

貞
女
は
美
醜
を
と
わ
ず
①
一
夫
に
從
い
、
人
に
色
を
假
さ
な
い
と

申
し
ま
す
。
ど
う
し
て
た
だ
生
き
る
者
に
仕
え
る
と
き
だ
け
、
こ
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の
よ
う
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
死
ん
だ
者
に
對
し
て
も
ま
た
こ

の
よ
う
に
す
べ
き
な
の
で
す
」
と
言
っ
た
。
こ
う
し
て
そ
の
金
璧

を
返
し
て
納
れ
な
か
っ
た
。
吳
王
は
そ
の
守
節
を
賢
と
し
て
、
號

し
て
貞
姬
と
し
て
强
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
②
君
子
は「
貞
姬
を
廉

で
誠
信
で
あ
る
」と
言
っ
た
。
詩
に
は
、

「
彼
の
美
し
き
孟
姜
は
、
德
音 

忘
れ
ず
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の

こ
と
で
あ
る
。

　

人
は
み
な
白
姬
の
守
貞
を
言
い
囃
す
。（
た
し
か
に
）
白
姬
の
言

葉
は
よ
か
っ
た
。（
し
か
し
）
③
わ
た
し
は
一
人
、「
姬
は
幸
い
に
め

ぐ
り
合
っ
た
」
と
言
い
た
い
。
何
が
幸
い
な
の
か
。
吳
王
が
一
時

に
感
じ
悟
っ
て
强
い
て
逼せ

ま

る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
幸
い
で
あ

る
。
こ
れ
に
强
い
て
逼
ま
っ
て
い
れ
ば
、
ま
た
ど
う
な
っ
て
い
た

か
分
か
ら
な
い
、
こ
れ
が
幸
い
で
あ
る

（
一
五
）。

　

馮
夢
龍『
列
女
傳
演
義
』は
、①「
女
が
從
う
夫
は
、た
だ
一
人
で
あ
る
」

と
、
貞
姬
の
言
葉
を
分
か
り
や
す
く
具
體
的
に
改
變
し
て
、
妻
は
一
人

の
夫
に
の
み
從
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
强
調
し
て
い
る
。こ
れ
に
よ
り
、

女
性
の
貞
節
の
强
化
を
促
す
よ
う
な
敎
訓
的
な
文
章
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、『
論
語
』
は
削
除
し
た
も
の
の
、
さ
ほ
ど
難

し
く
な
い
②
「
君
子
曰
」
と
『
詩
經
』
は
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
『
列

女
傳
』
と
し
て
の
格
調
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
馮
夢
龍

は
、③「
わ
た
し
は
一
人
、「
姬
は
幸
い
に
め
ぐ
り
合
っ
た
」と
言
い
た
い
」

と
自
分
な
り
の
物
語
解
釋
を
加
え
る
こ
と
で
、古
典
で
あ
る
『
列
女
傳
』

を
讀
み
替
え
、
讀
者
の
關
心
を
高
め
る
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

馮
夢
龍
の
『
列
女
傳
演
義
』
の
特
徵
は
、『
列
女
傳
』
を
白
話
で
表

現
し
て
、
文
言
を
讀
み
に
く
い
階
層
へ
の
浸
透
を
圖
る
と
共
に
、
中
國

近
世
の
社
會
通
念
に
合
わ
せ
た
改
變
を
加
え
る
こ
と
で
、
敎
訓
書
と
し

て
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
分
な
り
の

物
語
解
釋
を
行
う
こ
と
で
、
古
典
の
讀
み
替
え
を
試
み
、
讀
者
を
獲
得

し
よ
う
と
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
汪
衟
昆
『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
の
特
徵

　

劉
向
『
列
女
傳
』
に
は
な
か
っ
た
女
性
の
話
を
大
幅
に
增
廣
し
た
『
列

女
傳
』
の
例
と
し
て
、明
の
汪
衟
昆
の
撰
に
よ
る
『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』

を
取
り
上
げ
よ
う
。
汪
衟
昆
が
加
え
た
話
の
中
に
は
、
三
國
時
代
に
蜀

漢
を
建
國
し
た
劉
備
の
軍
師
と
な
っ
た
徐
庶
の
母
、徐
母
の
話
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
種
本
と
し
て
『
三
國
志
演
義
』
が
想
定
さ
れ
る
。

『
三
國
志
演
義
』
に
は
、
多
く
の
版
本
が
あ
る
が
、『
李
卓
吾
先
生
批
評

三
國
志
』（
以
下
、
李
卓
吾
本
と
稱
す
る
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　

曹
仁
の
八
門
金
鎖
の
陣
を
破
っ
た
「
單
福
」
と
い
う
新
し
い
劉
備
の

軍
師
が
、
徐
庶
で
あ
る
こ
と
を
知
る
程
昱
は
、
徐
庶
を
歸
服
さ
せ
る
た
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め
に
至
孝
な
人
と
な
り
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
、と
曹
操
に
進
言
す
る
。

曹
操
は
人
を
や
っ
て
徐
母
を
連
れ
て
來
さ
せ
、
徐
母
に
手
紙
を
書
く
よ

う
に
勸
め
る
。
そ
の
際
、
曹
操
は
、
徐
母
か
ら
劉
備
の
こ
と
を
聞
か
れ
、

劉
備
の
こ
と
を
惡
く
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
徐
母
は
怒
り
、
曹
操
に
硯

を
投
げ
つ
け
る
。

徐
母
は
兩
目
を
キ
ッ
と
見
開
い
て
、
激
し
い
口
調
で
「
あ
な
た
の

話
は
ま
っ
た
く
の
で
た
ら
め
。
わ
た
く
し
が
か
ね
て
よ
り
聞
い
て

い
る
の
は
、
玄
德
樣
と
は
中
山
靖
王
の
末
孫
、
漢
の
景
帝
閣
下
の

玄
孫
に
當
た
り
、
堯
舜
の
風
を
學
び
、
禹
湯
の
德
を
懷
く
お
方
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。〔
素
晴
ら
し
い
ご
婦
人
だ
。〕
そ
の
上
ま

た
遜
っ
て
賢
者
を
招
き
、
恭
し
く
人
を
貴
び
、
世
の
子
供
か
ら
老

人
、
牛
飼
い
や
樵
ま
で
、
み
な
が
そ
の
名
を
知
っ
て
お
り
ま
す
。

眞
に
當
世
の
英
雄
で
す
。
わ
が
息
子
は
こ
の
方
を
助
け
、
主
を
得

た
の
で
す
。
あ
な
た
は
漢
の
丞
相
を
名
乘
り
な
が
ら
も
、
實
際
に

は
漢
の
國
賊
で
す
。
そ
れ
な
の
に
玄
德
樣
を
逆
臣
と
呼
ん
で
い
ま

す
。〔
圣
婆
圣
母
で
あ
る
。
漢
朝
第
一
の
忠
臣
で
あ
る
。〕
自
ら
心

に
恥
ず
べ
き
で
す
。
わ
が
息
子
に
明
君
に
背
き
暗
君
に
投
じ
さ
せ

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
萬
代
の
惡
名
を
取
ら
せ
る
よ
う
な
も

の
」
と
言
っ
た
。
言
い
終
わ
る
や
、
筆
を
床
に
投
げ
つ
け
、
硯
を

手
に
す
る
と
曹
操
に
投
げ
つ
け
た

（
一
六
）。

　

程
昱
の
僞
手
紙
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
信
じ
た
徐
庶
は
、
母
が
曹
操

の
も
と
で
辛
い
目
に
遭
っ
て
い
る
と
思
い
、
曹
操
に
歸
服
す
る
こ
と
を

決
め
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
劉
備
は
、
忠
よ
り
も
孝
を
優
先
す
べ
き
で
あ

る
と
し
、
徐
庶
を
曹
操
の
も
と
に
送
り
出
す
。
曹
操
に
歸
服
し
た
徐
庶

が
現
れ
る
と
、
徐
母
は
今
ま
で
學
問
を
し
て
き
て
忠
孝
が
兩
全
し
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
戾
っ
て
來
た
の
か
、
と
徐
庶
を
罵
る
。

「
わ
た
く
し
は
ど
ん
な
顏
で
そ
な
た
に
會
え
ま
し
ょ
う
。
祖
宗
の

家
門
に
傷
を
つ
け
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
世
界
に
生
き
ら
れ
る
の
で

す
か
」。
罵
ら
れ
た
徐
庶
は
、
階
の
下
に
ひ
れ
伏
し
て
、（
母
の
）

顏
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
母
は
自
ら
屛
風
の
後
ろ
へ
行

っ
た
が
、
少
し
し
て
人
が
知
ら
せ
に
や
っ
て
き
て
、「
大
奧
樣
が

梁
で
首
を
く
く
ら
れ
ま
し
た
」
と
言
っ
た
。
徐
庶
が
慌
て
て
入
っ

て
助
け
よ
う
と
し
た
が
、母
の
息
は
す
で
に
途
絶
え
て
い
た
。〔
死

ぬ
こ
と
で
快
さ
を
手
に
い
れ
た
。
人
生
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
死

は
、
大
き
な
幸
せ
で
あ
る

（
一
七
）。〕

　

徐
庶
は
、
僞
手
紙
だ
と
見
拔
け
ず
、
忠
と
孝
が
兩
全
し
な
い
こ
と
を

知
り
な
が
ら
も
、
君
主
で
あ
る
劉
備
を
棄
て
、
孝
を
選
ん
で
母
の
も
と

に
驅
け
つ
け
る
。
徐
庶
に
絶
望
し
た
徐
母
は
首
を
括
っ
て
死
ぬ
。
李
卓

吾
本
は
、
評
を
つ
け
て
徐
母
を
「
圣
婆
圣
母
で
あ
る
。
漢
朝
第
一
の
忠

臣
で
あ
る
」
と
徐
母
の
行
爲
を
稱
贊
し
て
い
る

（
一
八
）。
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こ
れ
に
對
し
て
、『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
は
、
徐
母
の
話
を
次
の
よ

う
に
揭
げ
て
い
る
。

　

漢
末
の
謀
士
で
あ
る
徐
庶
の
母
は
、
賢
に
し
て
智
が
あ
っ
た
。

先
主
（
劉
備
）
が
新
野
に
迯
れ
る
と
、
曹
操
は
將
を
遣
わ
し
劉
備

を
攻
め
た
。
こ
の
と
き
徐
庶
は
單
福
と
姓
名
を
變
え
て
、
先
主
の

た
め
に
策
を
立
て
て
お
り
、
火
攻
に
よ
り
曹
軍
を
大
破
し
た
。
曹

操
は
調
べ
て
徐
庶
の
計
で
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
計
略
に
よ
り
そ

の
母
を
呼
び
つ
け
、
徐
庶
を
招
く
た
め
の
手
紙
を
書
く
よ
う
に
迫

っ
た
。
母
は
言
う
こ
と
を
聞
か
な
か
っ
た
。
母
は
書
を
よ
く
し
た

の
で
、
曹
操
は
母
を
拘
束
し
、
ひ
そ
か
に
人
に
母
の
書
法
を
習
わ

せ
、
徐
庶
の
母
と
僞
っ
て
手
紙
を
書
か
せ
徐
庶
に
送
っ
た
。
徐
庶

は
そ
れ
が
詐
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
ず
、
手
紙
を
見
て
大
い
に

哭
い
た
。
か
く
て
先
主
の
も
と
を
辭
し
曹
操
に
歸
し
、
先
主
も
ま

た
徐
庶
の
母
が
命
の
あ
る
こ
と
を
思
い
、
强
く
留
め
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
曹
操
の
も
と
に
至
り
母
に
拜
謁
す
る
と
、
母
は
曹
操
の

計
に
落
ち
、
一
た
び
つ
い
た
順
（
で
あ
る
劉
備
）
を
棄
て
逆
（
で
あ

る
曹
操
）に
就
い
た
と
徐
庶
を
責
め
、密
か
に
寢
室
の
中
に
入
る
と
、

繩
を
括
っ
て
自
ら
首
切
れ
て
死
ん
だ
。
徐
庶
は
痛
恨
し
水
す
ら
喉

を
通
ら
な
か
っ
た
。
の
ち
徐
庶
は
魏
に
終
わ
っ
た
が
、
生
涯
（
曹

操
の
）
た
め
に
謀
略
を
立
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

君
子
は
、「
徐
庶
の
母
は
、
威
に
脅
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
利

に
誘
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
①
傳
に
、「
子
を
敎
え
る
に
は
義

に
よ
り
、
邪
を
納
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
言
っ

て
い
る
。
死
を
輕
ん
じ
た
行
の
高
き
も
の
で
あ
る
。
②
論
語
に
、「
君

子
は
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
し
、
命
欲
し
さ
に
仁
を
損
な
う
こ

と
は
な
い
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
一
九
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
は
、
李
卓
吾
本
に
記
さ
れ
る
徐

庶
の
母
の
物
語
を

に
ま
と
め
、讀
み
や
す
く
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

文
末
に
、
①
『
春
秋
左
氏
傳
』
隱
公 

傳
三
年
、
②
『
論
語
』
衞
靈
公

篇
を
揭
げ
る
こ
と
に
よ
り

（
二
〇
）、元

來
の
『
列
女
傳
』
の
體
裁
を
踏
襲
し
て
、

『
列
女
傳
』
と
し
て
の
格
式
を
保
ち
、
原
著
『
列
女
傳
』
の
系
統
を
繼

ぐ
書
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
單
に
女
性
の
物
語
を
加
え
た
だ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、明
の
瞿
佑
が
記
し
た
短
篇
文
言
小
說
集
で
あ
る
『
剪
燈
新
話
』

か
ら
取
材
し
て
い
る
話
も
あ
る
。『
剪
燈
新
話
』
は
飜
譯
し
て
い
る
の

で
詳
細
は
そ
れ
に
讓
り

（
二
一
）、

こ
こ
で
は
要
約
の
み
を
揭
げ
よ
う
。

　

浙
江
省
嘉
興
の
名
妓
、
愛
卿
は
、
美
貌
と
才
藝
に
惠
ま
れ
、
ま

た
非
常
に
貞
淑
な
女
性
だ
っ
た
。同
郡
に
住
む
趙
に
見
初
め
ら
れ
、

妻
と
な
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
趙
は
、
官
吏
の
職
に
就
く
た
め
、

愛
卿
と
趙
の
年
老
い
た
母
を
家
に
殘
し
て
都
へ
と
旅
立
っ
た
。
母
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が
病
氣
に
な
る
と
、
愛
卿
は
獻
身
的
に
看
病
し
た
。
し
か
し
、
病

氣
は
治
る
こ
と
は
な
く
母
は
息
を
引
き
取
っ
た
。
そ
の
後
、
戰
亂

が
激
し
く
な
り
、
趙
の
家
は
楊
完
の
部
下
の
劉
萬
戶
に
占
據
さ
れ

た
。
身
が
汚
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
愛
卿
は
、
自
ら
首
を
く
く
っ

て
命
を
絶
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
よ
う
や
く
鄕
里
に
戾
っ
て
き
た

趙
は
、
愛
卿
が
操
を
守
っ
て
自
害
し
た
こ
と
を
知
る
と
、
愛
卿
の

亡
骸
を
掘
り
起
こ
し
、
體
を
て
い
ね
い
に
洗
っ
て
や
り
、
埋
葬
し

て
や
っ
た
。
あ
る
晩
、
愛
卿
は
趙
に
別
れ
を
吿
げ
る
た
め
に
姿
を

現
し
た
。
そ
し
て
、
明
日
、
自
分
は
宋
の
家
の
男
の
子
と
し
て
生

ま
れ
變
わ
る
と
言
っ
た
。
翌
朝
、趙
が
宋
の
家
を
訪
ね
て
み
る
と
、

す
で
に
男
の
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
て
い
た
。
趙
か
ら
詳
し
い
事
情
を

聞
い
た
宋
夫
婦
は
、
こ
の
赤
ん
坊
を
羅
生
と
名
付
け
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
來
の
愛
卿
の
物
語
は
、
妓
女
か
ら
妻
に
な
り
、
姑

に
盡
し
、
妓
女
出
身
で
あ
る
の
に
貞
節
を
守
る
た
め
に
自
殺
を
し
、
感

謝
し
た
夫
が
墓
に
埋
葬
し
て
、さ
ら
に
男
の
子
と
し
て
生
ま
れ
變
わ
り
、

羅
と
い
う
本
來
の
苗
字
を
殘
し
た
名
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
、
と
い
う
複

雜
な
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
は
、
次
の
よ
う
に

表
現
す
る
。

　

宋
の
羅
愛
卿
は
年
十
八
で
、
趙
の
息
子
に
嫁
い
だ
。
趙
は
官
僚

の
職
を
求
め
て
都
へ
立
つ
と
き
、
愛
卿
は
詞
を
作
り
別
れ
を
述
べ

て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
、

　

情
け
は
出
世
の
邪
魔
に
は
な
ら
ぬ
、
別
れ
の
宴
の
金
縷
の
歌
。

　

老
い
た
ま
い
し
母
、
年
若
き
妻
、
君
去
り
し
の
ち
、
誰
を
か
た

よ
ら
ん
。

　

流
る
る
月
日
は
⺇
ば
く
ぞ
、
ま
し
て
や
風
吹
き
雨
降
る
日
々
の

淋
し
さ
よ
。

　

つ
が
い
の
鳥
も
今
は
仲
を
さ
か
れ
、
再
び
逢
え
る
は
い
つ
の
日

か
。

　

君
の
ね
ん
ご
ろ
な
言
の
葉
胸
に
祕
め
、母
堂
に
お
仕
え
怠
ら
ず
、

辛
さ
苦
し
さ
に
も
愚
癡
な
ど
言
わ
ず
。

　

君
は
今
お
官か

み

に
召
さ
れ
、
や
が
て
は
錦
を
ま
と
い
て
、
妻
も
母

も
榮は

え

受
く
る
日
を
待
ち
望
む
。

　

君
よ
心
に
と
め
た
ま
へ
、
日
暮
れ
は
近
く
、
愁
い
は
多
し
。

　

早
々
と
も
ど
り
き
ま
せ
や
、
綵
衣
を
ま
と
い
舞
う
べ
し
。

の
ち
亂
に
乘
じ
て
劉
萬
戶
に
虜と

ら

え
ら
れ
た
が
、
誓
っ
て
辱
め
を
受

け
ず
、
か
く
て
自
ら
首
を
縊
っ
て
死
ん
だ

（
二
二
）。

　

こ
の
よ
う
に
、『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
は
、
同
時
期
の
文
言
小
說
の

複
雜
な
內
容
を
貞
節
の
み
に
絞
っ
て
、

單
に
整
理
し
て
い
る
。
中
で

も
、『
剪
燈
新
話
』
の
詩
の
部
分
に
註
目
し
、
そ
こ
を
重
點
的
に
引
用

す
る
。『
列
女
傳
』
は
、
そ
の
成
書
當
初
か
ら
、
頌
と
呼
ば
れ
る
四
字
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句
の
ま
と
め
部
分
が
附
さ
れ
て
お
り
、
物
語
の
槪
要
を
暗
唱
し
易
く
す

る
と
共
に
、
圖
を
描
い
た
と
き
に
畫
贊
と
し
て
揭
げ
得
る
內
容
を
持
っ

て
い
た
。
本
話
に
お
け
る
詩
の
重
視
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
、
經
書
を

引
用
す
る
の
と
同
樣
の
『
列
女
傳
』
ら
し
さ
の
表
現
で
あ
る
。

　
『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
は
、
明
代
に
流
行
し
た
『
三
國
志
演
義
』
や

『
剪
燈
新
話
』
に
現
れ
る
女
性
像
を

に
拔
き
出
し
、經
書
を
附
し
、

「
頌
」
の
形
式
を
意
識
す
る
こ
と
で
、「
列
女
傳
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

も
の
へ
と
書
き
換
え
、「
列
女
傳
」
と
い
う
古
典
世
界
の
中
に
、
當
該

時
代
の
人
物
像
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
の
表
現
に
正
統
性
を
加

え
る
と
共
に
、
古
典
を
物
語
と
し
て
讀
み
易
く
し
て
い
く
、
と
い
う
通

俗
化
の
傾
向
を
持
つ
。

　
　
　

お
わ
り
に

　
『
列
女
傳
』
が
本
來
有
し
て
い
た
、
國
政
に
關
與
す
る
女
性
（
外
戚
）

の
批
判
（
孼
嬖
傳
を
中
心
）
か
ら
、
中
國
近
世
の
女
訓
書
へ
と
轉
換
し
て

い
く
た
め
に
は
、「
通
俗
」化
を
進
め
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。
從
來
の『
列

女
傳
』
硏
究
が
重
視
し
て
き
た
、
劉
向
の
原
著
へ
の
復
原
は
、
考
證
學

者
の
娘
な
ど
限
ら
れ
た
者
た
ち
が
、
敎
訓
と
な
る
女
性
像
を
世
に
廣
め

る
と
い
う
目
的
で
は
な
く
、
劉
向
の
經
學
、
あ
る
い
は
漢
の
學
術
を
解

明
し
て
い
く
た
め
の
學
問
と
し
て
行
っ
た
營
爲
で
あ
り
、
そ
こ
に
女
訓

書
と
し
て
の
『
列
女
傳
』
普
乁
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

馮
夢
龍
『
列
女
傳
演
義
』
は
、『
列
女
傳
』
を
白
話
で
表
現
し
て
、

文
言
を
讀
み
に
く
い
階
層
へ
の
浸
透
を
圖
る
と
共
に
、
中
國
近
世
の
社

會
通
念
に
合
わ
せ
た
改
變
を
加
え
る
こ
と
で
、
敎
訓
書
と
し
て
の
役
割

を
果
た
そ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
經
書
の
引
用
を
も
一
部
削

除
し
て
ま
で
、
古
典
を
讀
み
替
え
、
中
國
近
世
の
社
會
風
潮
を
背
景
と

す
る
禮
の
重
要
性
を
加
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
、遠
い
昔
の
女
性
た
ち
は
、

當
該
時
代
の
女
性
に
近
づ
き
、
そ
の
規
範
と
し
て
敎
訓
の
對
𧰼
と
成
り

得
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
汪
衟
昆
『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
は
、
女
性
の
對
𧰼
を
明
代
に

ま
で
廣
げ
、
あ
る
い
は
明
の
小
說
で
著
名
で
あ
っ
た
徐
庶
の
母
や
羅
愛

卿
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、「
增
廣
」
と
い
う
型
で
の
通
俗

化
を
試
み
た
。
余
氏
本
に
も
附
せ
ら
れ
て
い
た
「
續
列
女
傳
」
は
、
こ

の
方
向
に
よ
る
時
代
へ
の
适
合
方
法
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、汪
衟
昆
『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
も
ま
た
、物
語
の
最
後
に
『
論
語
』

な
ど
を
加
え
、
あ
る
い
は
「
頌
」
の
形
式
に
通
ず
る
詩
を
重
視
す
る
こ

と
で
、古
典
と
し
て
の『
列
女
傳
』ら
し
さ
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
日
本
で
流
通
し
た
承
應
本
『
列
女
傳
』
は
、
劉
向
の
原
著
で

あ
る
『
古
列
女
傳
』、班
昭
の
作
と
も
さ
れ
る
『
續
列
女
傳
』
に
加
え
て
、

『
新
續
列
女
傳
』
と
し
て
週
代
か
ら
元
代
ま
で
の
中
國
、
百
濟
・
高
麗
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を
含
む
朝
鮮
諸
國
の
列
女
百
九
十
人
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、（
明
）

解
縉
『
古
今
列
女
傳
』・（
李
氏
朝
鮮
）
偰
徇
『
三
綱
行
實
』
の
ほ
か
、『
閨

範
圖
集
』・『
增
補
列
女
傳
』・『
音
釋
列
女
傳
』
な
ど
か
ら
寀
錄
し
て
、

地
域
・
年
代
順
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
は
、
ほ
ぼ
末

尾
に
經
書
を
附
さ
な
い
が
、
一
部
に
附
す
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

今
囘
取
り
上
げ
た
馮
夢
龍
『
列
女
傳
演
義
』
と
汪
衟
昆
『
明
刻
歷
代
列

女
傳
』
の
閒
に
は
、
多
く
の
「
俗
本
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
二
方
向
で
の
通
俗
化
が
必
要
で
あ
っ
た
理
由
は
、
受
容
層

と
の
關
わ
り
が
あ
ろ
う
。
近
世
に
お
い
て
も
、『
列
女
傳
』
を
讀
む
の

で
あ
れ
ば
、
當
然
原
著
を
復
元
し
た
『
列
女
傳
』
を
古
典
と
し
て
讀
む

べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
難
解
さ
の
ゆ
え
に
實
際
に
は
『
列
女
傳
』
と
揭

げ
な
が
ら
、
原
著
に
手
を
加
え
た
俗
本
系
の
『
列
女
傳
』
が
流
布
し
、

受
容
さ
れ
て
い
た
。『
列
女
傳
』
に
お
け
る
通
俗
化
の
必
要
性
は
、
讀

者
層
か
ら
の
要
請
に
も
よ
ろ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
馮
夢
龍
『
列
女
傳

演
義
』
の
方
向
が
、
よ
り
低
層
の
社
會
階
層
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
關
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
註
〕

（
一
）　

山
崎
純
一
『
列
女
傳
』
上
（
明
治
書
院
、
一
九
九
六
年
）。

（
二
）　

大
島
立
子
「
中
島
み
ど
り
譯
註 

劉
向
『
列
女
傳
』
を
讀
ん
で
」（『
中

國
女
性
史
硏
究
』
一
二
、
二
〇
〇
三
年
）。
書
評
對
𧰼
は
、
中
島
み
ど

り
『
列
女
傳
』
全
３
卷
（
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
）
で
あ
る
。

（
三
）　

池
田
秀
三
「
劉
向
の
學
問
と
思
想
」（『
東
方
學
報
』（
京
都
）
五
〇
、

一
九
七
八
年
）。
な
お
、
下
見
隆
雄
『
劉
向
『
列
女
傳
』
の
硏
究
』（
東

海
大
學
出
版
會
、
一
九
八
九
年
）
も
參
照
。

（
四
）　
「
女
四
書
」は
、淸
初
に
王
相
が
編
修
し
た『
女
誡
』『
女
論
語
』『
內
訓
』

『
女
範
捷
錄
』の
四
種
。
こ
れ
ら
が
代
表
的
な
女
訓
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

山
崎
純
一
『
敎
育
か
ら
み
た
中
國
女
性
史
資
料
の
硏
究
』（
明
治
書
院
、

一
九
八
六
年
）。

（
五
）　

謂
女
子
無
才
便
是
德
。
故
生
了
此
女
、
不
曾
叫
他
十
分
認
眞
讀
書
。

只
不
過
將
些
女
四
書
・
列
女
傳
讀
讀
、
認
得
⺇
個
字
、
記
得
前
朝
這
⺇

個
賢
女
便
了
。
…
…
（『
紅
樓
夢
』
第
四
囘 

薄
命
女
偏
逢
薄
命
郞 

葫
蘆

僧
判
斷
葫
蘆
案
）。
な
お
、『
紅
樓
夢
』
は
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九

一
年
に
よ
る
。 

（
六
）　
（
劉
）
向
睹
俗
彌
奢
淫
、
而
趙
・
衞
之
屬
起
微
賤
踰
禮
制
。
向
以
爲
、

①
王
敎
由
內
乁
外
、自
近
者
始
。
故
寀
取
詩
・
書
所
載
賢
妃
・
貞
婦
、興
國
・

顯
家
可
法
則
、
乁
孽
嬖
亂
亡
者
、
序
次
爲
列
女
傳
、
凡
八
篇
、
②
以
戒

天
子
。
乁
采
傳
記
・
行
事
、
著
新
序
・
說
苑
凡
五
十
篇
、
奏
之
（『
漢
書
』

卷
三
十
六 

楚
元
王
傳
）。

（
七
）　

宮
本
勝
「
列
女
傳
の
刋
本
乁
び
頌
圖
に
つ
い
て
」（『
北
海
衟
大
學
文

學
部
紀
要
』
三
二
、
一
九
八
三
年
）。

（
八
）　

劉
向
所
序
六
十
七
篇
［
新
序
、
說
苑
、
世
說
、
列
女
傳
頌
圖
也
］（『
漢

書
』
卷
三
十 

藝
文
志
）。
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（
九
）　

列
女
傳
十
五
卷
、劉
向
撰
、曹
大
家
註
。
列
女
傳
七
卷
、趙
母
註
（『
隋

書
』
卷
三
十
三 

經
籍
志
二
）。

（
一〇）　

古
列
女
傳
九
卷
。
…
…
隋
・
唐
志
乁
崇
文
總
目
皆
十
五
卷
。
蓋
以
七

篇
分
爲
上
下
、幷
頌
爲
十
五
卷
。
…
…
王
囘
・
曾
鞏
二
序
辨
訂
詳
矣
（『
直

齋
書
錄
解
題
』
卷
七
）。

（
一一）　

伯
姬
者
、
魯
宣
公
之
女
、
成
公
之
妹
也
。
其
母
曰
繆
姜
、
嫁
伯
姬
於

宋
恭
公
。
恭
公
不

迎
、
伯
姬
迫
於
父
母
之
命
而
行
。
既
入
宋
。
三
月

廟
見
、
當
行
夫
婦
之
衟
、
伯
姬
以
恭
公
不

迎
、
故
不
肯
聽
命
。
宋
人

吿
魯
。
魯
使
大
夫
季
文
子
如
宋
、
致
命
於
伯
姬
。
還
復
命
。
公
享
之
。

繆
姜
出
于
房
、
再
拜
曰
、
大
夫
勤
勞
於
遠
衟
、
辱
送
小
子
。
不
忘
先
君
、

以
乁
後
嗣
。
使
下
而
有
知
、
先
君
犹
有
望
也
。
敢
再
拜
大
夫
之
辱
。
伯

姬
既
嫁
於
恭
公
十
年
、
恭
公
卒
、
伯
姬
寡
。
至
景
公
時
、
伯
姬
常
遇
夜

失
火
。
左
右
曰
、
夫
人
少
避
火
。
伯
姬
曰
、
婦
人
之
義
、
保
傅
不
來
、

夜
不
下
堂
。
待
保
傅
來
也
。
保
母
至
矣
、
傅
母
未
至
也
。
左
右
又
曰
、

夫
人
少
避
火
。
伯
姬
曰
、
婦
人
之
義
、
傅
母
不
至
、
夜
不
可
下
堂
。
越

義
求
生
、
不
如
守
義
而
死
。
遂
逮
於
火
而
死
。
春
秋
詳
錄
其
事
、
爲
賢

伯
姬
、
以
爲
、
婦
人
以
貞
爲
行
者
也
。
伯
姬
之
婦
衟
盡
矣
。
當
此
之
時
、

諸
侯
聞
之
、
莫
不
悼
痛
。
以
爲
、
死
者
不
可
以
生
、
財
物
犹
可
復
。
故

相
與
聚
會
於
澶
淵
、
償
宋
之
所
喪
。
春
秋
善
之
。

　
　
　

君
子
曰
、
禮
、
婦
人
不
得
傅
母
、
夜
不
下
堂
、
行
必
以
燭
。
伯
姬
之

謂
也
。
詩
云
、
淑
愼
尓
止
、
不
愆
于
儀
。
伯
姬
可
謂
不
失
儀
矣
。

　
　
　

頌
曰
、伯
姬
心
專
、守
禮
一
意
。
宮
夜
失
火
、保
傅
不
備
。
逮
火
而
死
、

厥
心
靡
悔
。春
秋
賢
之
、詳
錄
其
事（『
列
女
傳
』卷
四 

貞
順 

宋
恭
伯
姬
）。

（
一二）　

伯
姬
者
、
魯
宣
公
之
女
、
成
公
之
妹
也
。
其
母
叫
做
繆
姜
。
許
嫁
伯

姬
於
宋
、
至
結
□
之
日
、
宋
恭
公
以
衟
遠
、
不
來

迎
。
伯
姬
不
欲
徃
、

父
母
再
三
遣
之
。
伯
姬
迫
于
父
母
之
命
而
行
。
既
至
宋
、
廟
見
之
後
、

當
行
夫
婦
之
禮
。
伯
姬
辭
說
衟
、

迎
婚
姻
之
禮
也
。
彼
既
不
迎

、

失
禮
於
妾
。
妾
又
安
敢
失
禮
、
而
與
之
合
婚
哉
。
恭
公
不
得
已
、
又
使

人
吿
於
魯
君
。
魯
君
遣
大
夫
、
再
三
致
命
於
伯
姬
。
伯
姬
然
後
從
命
。

而
合
婚
伯
姬
從
恭
公
十
年
、
而
恭
公
死
至
景
公
時
、
伯
姬
寡
處
。
忽
夜

深
失
火
、
左
右
驚
慌
、
請
夫
人
速
避
。
伯
姬
衟
、
婦
人
之
義
、
夜
不
下

堂
。
卽
欲
下
堂
、亦
須
保
母
・
傅
母
相
從
。
然
後
敢
下
。
左
右
急
召
保
傅
・

保
母
至
矣
。
左
右
又
請
衟
、
火
近
矣
。
保
母
已
至
、
請
速
避
。
伯
姬
衟
、

保
母
雖
至
、
而
傅
母
不
至
、
與
保
母
不
至
同
。
吾
何
敢
輕
行
以
失
義
。

妾
以
爲
失
義
而
生
、
不
如
守
義
而
死
。
左
右
再
促
召
傅
母
。
而
火
已
至
、

伯
姬
逮
於
火
而
死
矣
。
諸
侯
聞
之
、無
不
悲
悼
、而
致
財
以
佐
宋
之
喪
費
。

觀
伯
姬
前
後
所
爲
、
只
是
認
得
禮
眞
不
肯
稍
失
也
。
禮
有

迎
則
爭

迎
、
禮
有
合
婚
則
爭
合
婚
、
禮
有
保
傅
下
堂
、
則
爭
保
傅
下
堂
。
至
於

死
於
火
不
計
也
。雖
然
①（
莊
）〔
恭
〕公
既
死
犹
守
禮
不
失
、則
②（
莊
）〔
恭
〕

公
迎
娶
爭
禮
、
不
爲
過
情
矣
（『
古
今
列
女
傳
演
義
』
四
卷 

貞
順
傳
）。

な
お
、
原
刻
（
首
都
圖
書
館
本
、「
古
本
小
說
集
成
」
上
海
古
籍
出
版

社
に
所
收
）
は
、「
莊
」
に
つ
く
る
が
、
意
に
よ
り
「
恭
」
に
改
め
た
。

（
一三）　

滋
賀
秀
三
『
中
國
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
一
九
六
七
年
）。

（
一四）　

貞
姬
者
、
楚
白
公
勝
之
妻
也
。
白
公
死
、
其
妻
紡
績
不
嫁
。
吳
王
聞

其
美
且
有
行
、
使
大
夫
持
金
百
鎰
・
白
璧
一
雙
以
娉
焉
。
以
輜

三
十

乘
迎
之
、
將
以
爲
夫
人
。
大
夫
致
幤
、
白
妻
辭
之
曰
、
白
公
生
之
時
、
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妾
幸
得
充
後
宮
、
執
箕
帚
、
掌
衣
履
、
拂
枕
席
、
託
爲
妃
匹
。
白
公
不

幸
而
死
。
妾
願
守
其
墳
墓
、以
終
天
年
。
今
王
賜
金
璧
之
聘
・
夫
人
之
位
、

非
愚
妾
之
所
聞
也
。
且
夫
棄
義
從
欲
者
、
汚
也
。
見
利
忘
死
者
、
貪
也
。

夫
貪
汙
之
人
、
王
何
以
爲
哉
。
妾
聞
之
、
忠
臣
不
借
人
以
力
、
貞
女
不

假
人
以
色
。
豈
獨
事
生
若
此
哉
、
於
死
者
亦
然
。
妾
既
不
仁
、
不
能
從

死
。
今
又
去
而
嫁
、
不
亦
太
甚
乎
。
遂
辭
聘
而
不
行
。
吳
王
賢
其
守
節

有
義
、
號
曰
貞
姬
楚
。
君
子
謂
、
貞
姬
廉

而
誠
信
。
夫
任
重
而
衟
遠
、

仁
以
爲
己
任
、不
亦
重
乎
。
死
而
後
已
、不
亦
遠
乎
。
詩
云
、彼
美
孟
姜
、

德
音
不
忘
。
此
之
謂
也
。
頌
曰
、
白
公
之
妻
、
守
寡
紡
績
、
吳
王
美
之
、

娉
以
金
璧
、妻
操
固
行
、雖
死
不
易
。
君
子
大
之
、美
其
嘉
績
（『
列
女
傳
』

卷
四 

貞
順 

楚
白
貞
姬
傳
）。

（
一五）　

貞
姬
者
、
楚
白
公
勝
之
妻
也
。
白
公
死
、
其
妻
紡
績
以
爲
生
。
矢
志

不
嫁
。
吳
王
聞
知
其
美
而
有
行
、
使
大
夫
持
金
百
鎰
、
白
璧
一
雙
、

至
其
門
而
欲
聘
以
爲
夫
人
。
隨
卽
具
輜
車
三
十
乘
以
迎
之
。
白
妻
見
了
、

因
辭
之
衟
、
妾
聞
①
女
之
從
夫
、
惟
有
一
人
。
白
公
在
生
之
日
、
妾
幸

已
得
充
其
後
宮
、
執
其
箕
帚
、
掌
衣
履
、
拂
其
枕
蓆
、
託
爲
妃
匹
矣
。

白
公
不
幸
而
死
、
妾
宜
從
死
、
今
既
不
能
。
亦
欲
守
其
墳
墓
、
以
終
天

年
。
奈
何
復
云
嫁
哉
。
今
王
所
賜
金
璧
之
聘
、
夫
人
之
位
、
非
賤
妾
之

敢
聞
也
。
且
聞
王
之
聘
妾
、
以
妾
爲
有
行
也
。
若
棄
義
而
從
欲
則
汚
矣
。

見
利
而
忘
死
則
貪
矣
。
貪
汚
之
人
、
又
有
何
行
而
煩
王
之
聘
哉
。
妾
又

聞
忠
臣
賢
愚
①
從
一
君
、
不
借
人
以
力
、
貞
女
好
醜
①
從
一
大
、
不
假
人

以
色
。
豈
獨
事
生
者
、
宜
若
此
哉
。
卽
於
死
者
亦
如
此
也
。
遂
反
其
金

璧
而
不
納
。
吳
王
賢
其
守
節
、
號
爲
貞
姬
而
不
强
焉
。

　
　
　
②
君
子
謂
貞
姬
廉

而
誠
信
。
詩
云
、
彼
美
孟
姜
、
德
音
不
忘
。
此

之
謂
也
。

　
　
　

人
皆
謂
白
姬
之
守
貞
矣
。
白
姬
之
辭
善
矣
。
③
吾
獨
謂
曰
、
姬
之
遭

幸
也
。
何
幸
也
。
幸
吳
王
一
時
感
悟
而
不
强
逼
之
。
使
强
逼
之
、
不
知

又
作
何
狀
、
所
謂
幸
也
（『
古
今
列
女
傳
演
義
』
四
卷 

貞
順
傳
）。

（
一六）　

徐
母
兩
目
圓
睜
、
厲
聲
而
言
曰
、
汝
何
虛
誑
之
甚
也
。
吾
久
聞
玄
德

乃
中
山

王
之
後
、
漢
景
帝
閣
下
玄
孫
、
有
堯
舜
之
風
、
懷
禹
湯
之
德
。

〔
好
婆
子
。〕
况
又
屈
身
下
士
、
恭
巳
待
人
、
世
之
黃
童
白
叟
、
牧
子
樵

夫
、
皆
知
其
名
。
眞
當
世
之
英
雄
也
。
吾
兒
輔
之
、
得
其
主
矣
。
汝
雖

托
名
漢
相
、
實
乃
漢
賊
。
却
言
玄
德
爲
逆
臣
。〔
圣
婆
圣
母
。
漢
朝
第

一
忠
臣
也
。〕
豈
不
自
恥
。
如
何
使
吾
兒
背
明
投
暗
、惹
萬
代
之
罵
名
乎
。

言
訖
、
投
筆
于
地
、
取
石
硯
便
打
曹
操
。（
李
卓
吾
本
『
三
國
志
演
義
』

第
三
十
六
囘
）。

（
一七）　

吾
有
何
面
目
汝
相
見
、
玷
辱
祖
宗
之
徒
、
空
生
于
天
地
之
閒
耳
。
罵

得
徐
庶
、
伏
于
堦
下
、
不
敢
仰
視
。
母
自
轉
于
屛
風
後
、
少
時
人
忽
報

曰
、老
夫
人
自
縊
于
梁
閒
。
徐
庶
慌
入
救
時
、母
氣
已
絶
。〔
死
得
快
活
。

人
生
有
此
等
死
、大
幸
也
。〕（
李
卓
吾
本『
三
國
志
演
義
』第
三
十
七
囘
）。

（
一八）　

こ
う
し
た
李
卓
吾
本
の
表
現
に
對
し
て
、
毛
宗
崗
本
が
、
李
卓
吾
本

で
は
母
に
比
べ
て
評
價
の
低
い
徐
庶
に
關
す
る
記
述
を
書
き
換
え
る
こ

と
に
よ
り
、
徐
庶
の
孝
と
そ
の
劉
備
へ
の
忠
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
劉
備
の
仁
に
も
傷
が
つ
か
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
仙
石
知
子
「
毛
宗
崗
本
『
三
國
志
演
義
』
に
お
け
る
女
性
の

忠
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
三
二
、
二
〇
一
五
年
）
を
參
照
。



『
列
女
傳
』
硏
究
序
說
（
仙
石
）

（ 63 ）

（
一九）　

漢
末
謀
士
徐
庶
之
母
也
、賢
而
有
智
。
先
主
奔
新
野
、曹
操
遣
將
攻
之
。

徐
庶
時
更
姓
名
單
福
、
爲
先
主
畫
策
、
以
火
攻
大
破
曹
軍
。
操
廉
知
庶

計
、
以
計
致
其
母
、
逼
令
爲
書
招
庶
。
母
不
從
。
母
能
書
、
操
因
拘
母
、

陰
使
人
習
其
書
、
詐
爲
庶
母
寫
書
遺
庶
。
庶
弗
知
其
詐
也
、
見
書
大
哭
。

遂
辭
先
主
歸
曹
、
先
主
亦
謂
其
有
母
命
、
弗
强
留
也
。
此
至
謁
母
、
母

怒
其
墮
操
計
、
而
弃
一
順
卽
逆
切
責
庶
、
潛
入
臥
內
、
引
繩
自
經
死
。

庶
痛
恨
勺
水
不
入
口
。
後
庶
雖
終
於
魏
、
終
身
不
爲
設
一
謀
。

　
　
　

君
子
謂
、
徐
庶
母
、
不
爲
威
愓
、
不
爲
利
誘
。
①
傳
曰
、
敎
子
義
方
、

弗
納
于
邪
、
此
之
謂
也
。
輕
死
亡
行
之
高
者
也
。
②
論
語
曰
、
君
子
殺

身
以
成
仁
、
無
求
生
以
害
仁
、
此
之
謂
也
（『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
第

五
卷 

徐
庶
母
）。

（
二〇）　
『
春
秋
左
氏
傳
』
隱
公
傳
三
年
に
、「
石
碏
諫
曰
、
臣
聞
、
愛
子
敎
之

以
義
方
、
弗
納
於
邪
。
驕
・
奢
・
淫
・
泆
、
所
自
邪
也
」、『
論
語
』
衞

靈
公
第
十
五
に
、「
子
曰
、志
士
仁
人
、無
求
生
以
害
仁
、有
殺
身
以
成
仁
」

と
あ
る
。

（
二一）　
『
剪
燈
新
話
』
愛
卿
傳
の
詳
細
な
譯
註
は
、
竹
田
晃
・
小
塚
由
愽
・

仙
石
知
子
『
剪
燈
新
話
』
中
國
古
典
小
說
選
８
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇

八
年
）
を
參
照
。

（
二二）　

宋
羅
愛
卿
年
十
八
、
适
趙
氏
子
。
趙
入
京
求
仕
、
卿
作
詞
贈
別
云
、

恩
情
不
把
功
名
誤
、離
筵
又
歌
金
縷
。
白
髮
慈

、紅
顏
幼
婦
、君
去
有
、

誰
爲
主
。
流
年
⺇
許
、
況
悶
悶
愁
愁
風
風
雨
雨
。
鳳
拆
鸞
分
、
未
知
何

日
更
相
聚
。
蒙
君
再
三
分
付
、
向
堂
前
侍
奉
、
休
辭
辛
苦
。
官
誥
蟠
花
、

宮
袍
製
錦
、
要
待
封
妻
拜
母
。
君
須
聽
取
、
怕
日
薄
西
山
、
易
生
愁
阻
。

早
促
囘
程
、
綵
衣
相
對
舞
。
後
因
亂
爲
劉
萬
戶
所
虜
、
誓
不
就
辱
、
遂

自
而
死
（『
明
刻
歷
代
列
女
傳
』
第
十
二
卷 

羅
愛
卿
）。

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
列
女
傳
、
劉
向
、
俗
本
、
馮
夢
龍
、
汪
衟
昆　
　
　
　
　




